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★ 圏域の概要 
本圏域は、本庄市・美⾥町・神川町・上⾥町の１市３町によって構成され、

埼玉県の北⻄部、東京都⼼より約７５ｋｍ〜８５ｋｍ圏に位置し、東は熊⾕市、
深⾕市を中⼼とする⼤⾥地域、南は秩⽗地域、北⻄部は利根川、烏川、神流川
を挟んで群⾺県と接しています。利根川沿いに広がる平野部と秩⽗⼭系に連な
る丘陵地や⼭地からなり、貴重な⾃然と景観を有しています。 

総面積は約１９９．６８ｋ㎡で、人口は約１３万２千人を擁し、交通網では
ＪＲ⾼崎線、⼋⾼線、国道１７号、２５４号、４６２号に加えて関越⾃動⾞道
が通り、利便性の⾼い⽴地特性をもっています。 

 

★ 人 口   １３１，９８１人 
★ 世帯数    ５９，８９０世帯 
 

（令和５年４⽉１⽇ 住⺠基本台帳による） 
市町村名 面積（ｋ㎡） 人口（人） 世帯数 

本 庄 市 ８９．６９ ７７，４７３ ３６，０４３ 
美 ⾥ 町 ３３．４１ １０，８９１ ４，５５６ 
神 川 町 ４７．４０ １３，０８３ ５，９０８ 
上 ⾥ 町 ２９．１８ ３０，５３４ １３，３８３ 

計 １９９．６８ １３１，９８１ ５９，８９０ 
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★ 組合の沿革 
年  月 内           容 

昭和４５年 ７月 

昭和４５年  ９月 

昭和４６年 ３月 

昭和４６年  ４月 

昭和４６年  ７月 

昭和４７年１１月 

昭和４８年  ３月 

 

昭和４８年  ４月 

昭和４８年 ５月 

昭和４８年  ９月 

昭和４９年  ７月 

昭和４９年１１月 

昭和５１年  ３月 

昭和５５年  ４月 

 

昭和５６年  ３月 

昭和５７年  ６月 

昭和５７年１２月 

昭和６１年  ３月 

平成  ２年  ４月 

平成  ３年  ３月 

平成 ６年 ５月 

平成 ７年１１月 

平成  ８年  ３月 

平成１０年 ５月 

平成１１年１２月 

 

 

平成１２年 ４月 

平成１２年 ５月 

平成１３年 ３月 

平成１４年１０月 

平成１８年 ６月 

平成１９年 ４月 

平成２０年 ４月 

平成２１年１２月 

平成２４年 ３月 

 

平成２７年 ４月 

 

平成２７年 ９月 

 

平成２９年 ６月 

 平成３０年 ５月 

 

 児玉郡市広域市町村圏指定 

 児玉郡市広域市町村圏協議会発足 

 児玉郡市広域市町村圏計画策定 

 児玉郡市広域市町村圏組合認可 

 児玉郡市広域市町村圏組合業務開始 

 児玉郡市広域総合センター供用開始 

 児玉郡市広域市町村圏協議会廃止 

 児玉郡市広域消防本部発足 

 職員研修事業開始 

 し尿処理施設「衛生センター」操業 

 養護老人ホーム「寿楽園」開園 

 ごみ処理施設「清掃センター」操業 

 老人福祉センター「やすらぎ荘」開所 

 広域市町村圏振興整備構想研究報告 

 消防指令センター業務開始 

 破砕処理施設「破砕処理工場」操業 

 児玉郡市新広域市町村圏計画策定 

 視聴覚ライブラリー開始 

 斎場「こだま聖苑」操業 

 児玉郡市新広域市町村圏計画後期基本計画策定 

 し尿処理施設(新施設)｢利根グリーンセンター｣操業 

 第２次児玉郡市新広域市町村圏計画策定 

 神泉一般廃棄物最終処分場供用開始 

 栗崎一般廃棄物最終処分場供用開始 

 第２次児玉郡市新広域市町村圏計画後期基本計画策定 

 美里一般廃棄物最終処分場供用開始 

 ごみ処理施設「清掃センター」閉鎖 

 破砕処理施設「破砕処理工場」閉鎖 

 老人福祉センター「やすらぎ荘」閉所 

 ごみ処理施設(新施設)｢小山川クリーンセンター｣操業 

 余熱利用施設「湯かっこ」開所 

 第３次児玉郡市新広域市町村圏計画策定 

 美里一般廃棄物最終処分場第二期分供用開始 

 組合構成市町変更（１市３町） 

斎場「こだま聖苑」指定管理者制度移行 

余熱利用施設「湯かっこ」指定管理者制度移行 

児玉郡市新広域市町村圏計画廃止 

 養護老人ホーム「寿楽園」閉園 

視聴覚ライブラリー廃止 

児玉郡市広域消防本部・中央消防署新庁舎業務開始 

本庄消防署を本庄分署に変更、本庄南分署を廃止 

児玉郡市広域市町村圏組合事務所を小山川クリーンセンターに移転 

児玉郡市広域総合センター閉所 

児玉分署新庁舎業務開始（施設の移転） 

本庄分署新庁舎業務開始（施設の移転） 
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 児玉郡市広域市町村圏組合とは・・・ 
 
児玉郡市の⼀体的な地域振興を図るため、地⽅⾃治法に基づき設⽴された⼀部事
務組合です。構成市町の協⼒、連携のもと、市や町の区域を越えた広域的な⾏政
を推進しています。 
 

★ 共同処理事務 
(１) 広域圏総合センターの建設及び管理運営に関すること。 
(２) 消防に関すること。 
(３) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例（平成11年埼玉県

条例第61号）により組合市町が処理することとされた事務のうち、次に
掲げるもの 
ア ⽕薬類取締法（昭和25年法律第149号）及び⽕薬類取締法施⾏規則

（昭和25年通商産業省令第88号）に基づく事務 
イ 液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42

年法律第149号）に基づく事務 
ウ ⾼圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）に基づく事務 

(４) ⽼人福祉センター及び養護⽼人ホームの建設及び管理運営に関する
こと。 

(５) し尿処理施設、ごみ処理施設及びごみ処理に伴う余熱を利⽤した施
設の建設及び管理運営に関すること。 

(６) し尿及びごみの収集に関すること。 
(７) ⽕葬場の建設及び管理運営に関すること。 
(８) 総合運動場の建設及び管理運営に関すること。 
(９) 国⺠宿舎の建設及び管理運営に関すること。 
(10) サイクリング道路の建設及び管理に関すること。 
(11) 情報計算センターの管理運営に関すること。 
(12) 組合市町の職員の研修に関すること。 
(13) 地域総合医療に関すること。 
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区分

(ｔ) ％ (ｔ) ％ (ｔ) ％ (ｔ) ％ (ｔ) ％ (ｔ) ％ (ｔ) ％ (体) ％ (人) ％ (件) ％ (件) ％ (人) ％ 

４年度 27,325 63.0 1,388 57.2 538 56.0 312 60.2 20 54.1 29,583 62.5 17,055 46.1 995 44.6 25 61.0 4,112 60.9 226 52.2

３年度 27,524 62.3 1,418 57.1 635 57.8 308 58.6 20 51.3 29,905 61.9 16,395 45.5 916 44.4 29 63.0 3,446 61.5 231 51.6

比　較 ▲199 ▲0.7 ▲30 ▲2.1 ▲97 ▲15.3 4 1.3 0 0.0 ▲322 ▲1.1 660 4.0 79 8.6 ▲4 ▲13.8 666 19.3 ▲5 ▲2.2

４年度 3,263 7.5 220 9.1 96 10.0 44 8.5 5 13.5 3,628 7.7 3,700 10.0 194 8.7 1 2.4 546 8.1 39 9.0

３年度 3,614 8.2 260 10.5 102 9.3 47 9.0 6 15.4 4,029 8.3 3,778 10.5 160 7.8 5 10.9 410 7.3 39 8.7

比　較 ▲351 ▲9.7 ▲40 ▲15.4 ▲6 ▲5.9 ▲3 ▲6.4 ▲1 ▲16.7 ▲401 ▲10.0 ▲78 ▲2.1 34 21.3 ▲4 ▲80.0 136 33.2 0 0.0

４年度 3,566 8.2 272 11.2 79 8.2 43 8.3 3 8.1 3,963 8.4 4,529 12.3 195 8.7 7 17.1 688 10.2 61 14.1

３年度 3,593 8.1 275 11.1 88 8.0 47 9.0 3 7.7 4,006 8.3 4,391 12.2 189 9.2 6 13.0 624 11.1 59 13.2

比　較 ▲27 ▲0.8 ▲3 ▲1.1 ▲9 ▲10.2 ▲4 ▲8.5 0 0.0 ▲43 ▲1.1 138 3.1 6 3.2 1 16.7 64 10.3 2 3.4

４年度 9,234 21.3 547 22.5 247 25.7 119 23.0 9 24.3 10,156 21.5 11,683 31.6 377 16.9 8 19.5 1,395 20.7 57 13.2

３年度 9,046 20.5 527 21.3 274 24.9 123 23.4 10 25.6 9,980 20.6 11,496 31.9 343 16.6 6 13.0 1,122 20.0 66 14.7

比　較 188 2.1 20 3.8 ▲27 ▲9.9 ▲4 ▲3.3 ▲1 ▲10.0 176 1.8 187 1.6 34 9.9 2 33.3 273 24.3 ▲9 ▲13.6

４年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 470 21.1 0.0 11 0.2 50 11.5

３年度 419 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 419 0.9 0 0.0 454 22.0 0 0.0 6 0.1 53 11.8

比　較 ▲419 ▲100.0 0 － 0 － 0 － 0 － ▲419 ▲100.0 0 － 16 3.5 0 － 5 83.3 ▲3 ▲5.7

４年度 43,388 100.0 2,427 100.0 960 100.0 518 100.0 37 100.0 47,330 100.0 36,967 100.0 2,231 100.0 174,449 － 41 100.0 6,752 100.0 433 100.0

３年度 44,196 100.0 2,480 100.0 1,099 100.0 525 100.0 39 100.0 48,339 100.0 36,060 100.0 2,062 100.0 150,026 － 46 100.0 5,608 100.0 448 100.0

比　較 ▲808 ▲1.8 ▲53 ▲2.1 ▲139 ▲12.6 ▲7 ▲1.3 ▲2 ▲5.1 ▲1,009 ▲2.1 907 2.5 169 8.2 24,423 16.3 ▲5 ▲10.9 1,144 20.4 ▲15 ▲3.3

備　　考

※廃家電品、不

法投棄及び有害

ごみ

※リクエスト収

集を含む。

※その他＝大里広域市町村圏組合委託ごみ

※その他＝児玉

郡市広域市町村

圏組合職員の参

加人数

※消防のみ令和4年１月～令和4年

１２月の実績を記載

令和４年度児玉郡市広域市町村圏組合事業概要（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

ご 　 み 　 処　  理 消　　　防
職員研修

火災
 湯かっこ

救　急合計
市町

し尿処理
その他ごみ不燃物

斎　場
可燃物

全　　体

粗大ごみ 資源ごみ

本庄市

上里町

その他

美里町

神川町
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（消防⻑ 1・次⻑ 1）

  会 計 管 理 者
    （本庄市会計管理者が兼務）

※ 249 人
6
6 事務局 33 人

消防本部 214 人
議会事務局 1 人
会計管理者 (1) 人

出納室 1 人

児玉郡市広域市町村圏組合組織図
（令和5年4⽉1⽇現在）

総務課 8
管   理   者 1 事務局 33

利根ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
（2）

(施設課職員が兼務)
施設課 5（事務局⻑ 1）

斎場(指定管理者)
小⼭川ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 19

副管理者 3 余熱利⽤施設(指定管理者)

構成市町⻑互選

 （管理者を除く市町⻑）
総務課 13

予防課 7

消防本部 214 警防課 8

指令課 11

中央消防署 58

本庄分署 23

児玉分署 29

美⾥分署 15

神川分署 14

神泉分署 11

上⾥分署 23

(1) 出納室 1

組合議会 12
議会事務局 1

構成市町議会選出
本庄市6・美⾥町2
神川町2・上⾥町2

公平委員 3

常任委員会

総務委員会
厚生文教委員会 内訳 

監査委員 2

職 員 総 数
（暫定再任用含む）


